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電話番号・所在地など、詳しくは裏面をご覧ください！

事例A： 電話注文時に販売業者から、別の商品や数か月分の商品を勧められ
ても興味がなければきっぱりと断りましょう。興味を持った場合でも、内容を十分

に確認し、すぐには注文せず、「定期購入」になっていないかよく確認しましょう。

事例B： 「通信販売」は、クーリング・オフ（無条件解約）がありません。注文後は、
消費者の都合だけで一方的にはキャンセルすることはできません。広告の表示

が小さく、定期購入だと気付かず注文してしまうケースが多くみられます。また、
最近の傾向では「『次回発送日○日前までに連絡すればキャンセルができる』と

いう契約なのに業者と連絡がつかない」という相談や、「解約の手続きが煩雑で
容易に解約できない」といったケースもみられます。注文時や最終注文確認画面
で、契約内容や返品・交換・解約のルール（規約）を必ず確認するようにしましょ

う。トラブル防止のためにサイトの表示や最終確認画面をスクリーンショットなど
で保存しておくことが重要なポイントです。

テレビショッピングで見た漢方薬を
注文するために電話したところ、数

か月分の商品を勧められた。「続け
ないと効果がない」と言われ、承諾
したら数か月の「定期コース」になっ

ていた。

スマホのSNSの広告で見たダイエッ
トサプリをネット通販で注文。１回限り

のお試しのつもりだったが、４回の受

け取りが約束の定期購入になってい
た。
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〈 消費生活相談窓口は 〉
●電話

●受付時間
午前9時30分～午後４時まで

（土・日・祝休日・年末年始を除く）
※来所相談の場合は、

事前に電話予約してください。

●交通
近鉄奈良線若江岩田駅下車

北へ徒歩約５分
〒５７８－０９４１ 東大阪市岩田町５丁目７番３６号

東大阪市立消費生活センター
TEL ０７２－９６５－６００２（事務所）

FAX ０７２－９６２－９３８５

開館時間 午前９時から午後５時３０分まで

… 相談窓口ではこんなことをしています …
◆ 自主交渉の助言…………消費者がご自分で解決できる方法を助言します。

◆ 苦情処理のあっせん ……契約に問題があれば、必要に応じて事業者とのあっせんをいたします。
◆ 専門機関の紹介…………センターでお受けできない相談は、専門機関をご紹介いたします。

◆ 消費生活にかかわる情報提供など

★消費生活センターでお受けできない相談
◆ 事業者からの相談

◆ 個人間のトラブル
◆ 行政への苦情

◆ 損害賠償の請求

〈土曜・日曜の相談窓口〉 （年末年始を除く）
土曜日…(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 ☎06-4790-8110
日曜日…(公社)全国消費生活相談員協会 ☎06-6203-7650

ともに午前１０時から正午まで、午後１時から午後４時まで

〈土曜・日曜・祝日の相談窓口〉 （年末年始を除く）
消費者ホットライン 局番なしの「１８８（いやや！） 」番 午前１０時から午後４時まで

消費生活センター案内略図


